
2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説 No.1

2021年版 東京都昇降機等定期検査報告
実務マニュアルの解説

（1） 昇降機定期検査報告書 作成要領

東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアル（２０２1年版） 第2章・第3章

（2） 2021年版 実務マニュアル等 HPの掲載について

【お願い】

令和3年度 昇降機等定期検査報告実務者講習会は、昨年度と同様
新型コロナウイルス感染症予防対策への対応のため、中止とさせていた
だきました。
新実務マニュアル等についてご質問等がございましたら、下記の
質問専用アドレスまでご連絡いただけますようお願いいたします。
質問専用アドレス： goiken_toankyo.tesc@sirius.ocn.ne.jp

（一社）東京都昇降機安全協議会
業務部

皆さん、こんにちは東京都昇降機安全協議会です。

関係各位の皆様には、日頃より当協議会の運営に、ご理解とご協⼒を賜わり、厚く御礼申し上げます。
さて、毎年8月に開催しておりました、「昇降機等定期検査報告実務者講習会」は、新型コロナウイル
ス感染症予防対策への対応のため、令和3年度も昨年度と同様、中止とさせて頂きました。
これに伴い、講習会で⾏っておりました実務マニュアルの説明ができなくなりましたので、実務マニュアル
の解説資料（PDF）をご提供いたしますので、ご活用願います。
なお、実務マニュアル等について、ご質問がございましたら質問専用アドレスまで、ご連絡頂けますよう
お願いいたします。

説明は以下の2項目です。
①昇降機定期検査報告 作成要領 （実務マニュアル2021年度版）の主な項目の説明
②当協議会のホームページ 掲載のお知らせとなります。

昨年度の説明では・令和1年度 昇降機等定期検査報告状況・定期報告の台数推移の他、機種
ごとにおける「要是正」・「要重点点検」の指摘状況等について説明しておりましたが、今回は割愛させ
ていただきます。

1



2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

定期検査報告書 （第１・２面及び結果表) 協議会HPからのダウンロード定期検査報告書 （第１・２面及び結果表) 協議会HPからのダウンロード

No.2

それでは定期検査報告書の記⼊要領につきまして説明いたします。
定期検査報告書の記⼊につきましては、各協議団体等での報告書の記載について説明会が
開催され検査員の皆様は充分ご理解されているものと思いますので、復習の意味を込めて主要
箇所と実務マニュアル2021年版での改訂内容等について説明いたします。
尚、報告書の様式につきましては、当協議会のHPからもダウンロードできるように掲載しております
ので、ご確認頂き活用願います。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

定期検査報告書 （第１・２面）記入について定期検査報告書 （第１・２面）記入について

■定期検査報告書 第一面

元号を直接記入（和暦）

■定期検査報告書 第二面 元号を直接記入（和暦）

■ 記入事例 １［ 旧様式 使用事例 ］

旧様式 使用の検査会社は、速やかに新様式への切替をお願いします。

No.3

令和

令和

令和

平成

平成

・定期報告書 第一面・第二面の記⼊について
令和3年1月1日より定期検査報告書（第一面）押印が不要となり様式の変更を⾏い、その後、
第一面の⾏政受付欄の変更および省令様式への変更を⾏い協議会ＨＰに掲載しておりますの
で旧様式をご使用の検査会社・検査者の方は協議会ＨＰより最新版の様式をダウンロードの上
ご使用いただけます様、お願いいたします。
又、その他各種届出様式につきましても各特定⾏政庁の施⾏規則を定期的に確認しております
ので何かございましたら、お問い合わせいただければと思います。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

第２面 (当該号機) 第１面 (全号機)

No.4

第 1面

第 2面

既存不適格のみは有
無にレ点チェック不要

定期検査報告書 第１・２面 指摘台数の記入について定期検査報告書 第１・２面 指摘台数の記入について

※定期報告書 第一面・第二面 報告台数・指摘台数の記⼊について
定期報告書の第1面の4報告対象昇降機欄での記⼊は報告する台数等を記⼊することとなり
ます。
報告台数が複数台の場合でも第一面1枚で事足りますので記載（A）には対象報告台数を
記⼊願います。指摘の有無・種類により記⼊する箇所や台数の記載が異なりますので、再度
確認をお願いいたします。
特に、記⼊で間違えが多く⾒受けられる箇所が要是正（既存判定）ありで且つ要重点点検の
指摘がある場合に要重点点検の指摘ありにも台数が記⼊されていることがありますので注意願
います。
また、第一面４【ロ．指摘の内容】で各指摘台数の記⼊欄は空白とせず、0台と記⼊願います。
定期報告書の第二面の指摘の内容は号機毎の記載となりますので該当箇所にレ点チェックを記
⼊してください。
検査結果表による指摘内容の記⼊方法（レ点チェック・台数）を表の様に記載して下さい。

（実務マニュアル 第2章 51ページに掲載してありますので確認願います。）
指摘の概要については、複数台報告の第一面には号機・指摘の内容・判定（是正・重点）を
明確に記⼊願います。
第二面は、複数台報告でも1台ごとに第二面が必要ですので、指摘（是正・重点）の内容を
簡潔に記⼊願います。（「指摘なし」にレ点チェック」の場合は概要書の第二面は不要）
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

定期検査報告書 第1面 （指摘の概要） 記入について定期検査報告書 第1面 （指摘の概要） 記入について

「要是正」「要重点点検」以外の指摘項目は「その他」欄に記入する。

指摘状態(状況)を簡潔に記入して下さい！
<例> 5(2)誘導柵とハンドレールのすき間が基準値を超えている(要是正)
指摘が複数あると書き切れないことがあります。別紙に記載し添付下さい。

「要是正」・「要重点点検」 の時は「有」「無」の「レ」を記載、「有」の場合は
改善予定も忘れずに！（既存不適格のみの場合は「レ」記載不要）

No.5

停電時自動着床装置、動作せず（その他）

※指摘の概要の記⼊について
特にES等での記⼊時に５(２)転落防止柵・進⼊防止仕切板及び誘導策で指摘の概要に
検査項目のみが記載されていることがありますが具体的な指摘の内容を簡潔に記載願います。
また、指摘内容が検査項目での判定ではなく、昇降機の運⾏上改善する必要があるその他の
項目については、第一面4、ホ︓その他特記事項欄に記⼊願います。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

結果表 1(6) 接触器の_解説結果表 1(6) 接触器の_解説

【注意】

※フェールセーフ設計該当有無，交換基準は製造者の

公開技術資料を確認し記入する必要がある。

フェールセーフ設計
・｢該当しない｣場合は、必ず交換基準の記入が必要。

・｢該当する｣場合でも、
製造者の指定により交換基準の記入は異なる。

交換基準が複数ある場合はそれぞれを記入。

※製造者の技術資料を必ず確認することが重要

(A) 目視確認

No.6

目視確認

交換基準
確認

(A)(B)(C)

※検査結果表 １(６)接触器の判定記⼊について
接触器の判定は、大きく分けて４項目の確認と判定となります。
A︓接触器の接点が目視確認できるか
B︓フェールセーフ設計になっているか
C︓交換基準
D︓最終交換日欄
いずれも記⼊に際しては、各製造会社の技術資料を確認し記⼊願います。
なお、東京都での報告書提出においては、主回路接触器・ブレーキ接触器欄が抹消され未判定
での報告は、受付できませんので必ず判定結果を記載願います。
（実務マニュアル 第4章 472ページに掲載してありますのでご確認願います。）
A︓接触器の目視確認については、接点が目視でき摩耗判定ができるか・否か
B︓⼾開⾛⾏保護装置がある場合は、フェールセーフ設計となりますが、交換基準は各製造会社

にて定めていますので、技術資料に従って確認及び判定願います。
C︓交換基準については、イ．製造者が指定・ロ．やむを得ない事情により検査者が指定の

選択がありますが、ほとんどの製造会社が交換基準を公表していますので技術資料を確認し
記⼊願います。

D︓最終交換日について、特に交換基準と最終交換日欄に記⼊されている判定記載に不整合
が多く散⾒されます。

記⼊例について、実務マニュアル 65ページに掲載してありますのでご確認願います。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説 No.7

結果表 1(6) 接触器の_解説結果表 1(6) 接触器の_解説

※記⼊例
・交換基準で接触器が複数ある場合は、最終交換日欄に一番古い接触器の日付・名称及び
判定結果を記載願います。

・交換日が不明の場合は、昇降機の設置日（検査済証交付日）または使用開始日を最終
交換日として下さい。

・交換基準が2つある場合︓10年もしくは100万回とある場合はそれぞれの交換基準による判
定を⾏い、交換基準を超えているものがあれば「要是正」判定となります。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

検査結果表 1(6) 接触器 _記入事例検査結果表 1(6) 接触器 _記入事例

⇒ 対象となる接触器が複数ある場合には、最終交換日が最も古い接触器を選択し、その接触器名称及び判定した結果
（使用年数・作動回数・接点摩耗状態等、交換基準にある内容）を記入して下さい。
但し、交換基準が使用年数・起動回数等の場合は、最終交換日で選択した接触器が最も早く交換基準に達するので、
接触名を省略してもよい。（注）使用年数（月数を記載しない場合）は1年未満の切捨て・切上げを統一して記載のこと。

No.8

摩耗状態が最も進行し
ている接触器が#UPで
あれば

#UP 著しい摩耗無し

摩耗状態が最も進行し
ている接触器が#BRで
あれば

#BR 著しい摩耗無し

平成30年3月1日
UD

UD ／1年 162000回

平成20年2月1日
BOR

(BOR) ／14年
（MC は省略してもよい）

※記⼊事例
主接触器が目視確認でき、フェールセーフ設計ではなく、製造会社が指定する判定基準が摩耗
判定の場合︓最終交換日には、一番古い接触器の交換日および判定結果を記載します。
接点が目視確認できない（確認不可）で判定しているのに交換基準が摩耗状況で判定する
ことは、有りません。
目視確認不可の場合は、有期での判定︓使用年数あるいは作動回数等になります。
また、最終交換日の記載は、⻄暦でも構いませんが、和暦での記載を推奨いたします。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

検査結果表 1(14) 巻上機（綱車又は巻胴・ブレーキ _記入事例検査結果表 1(14) 巻上機（綱車又は巻胴・ブレーキ _記入事例

No.9

⇒ 製造者が指定する基準値が数値の場合は以上・以下・超え・未満等を書き加えて表記してください。
（記号：≦・≧・＜・＞等も可）
ブレーキパッドの厚さを直接測定しないもの（すき間を測定）については基準値の記載にすき間・ブレーキギャップ
・エアーギャップ等を（ ）内に記入してください。

※検査結果表1（14）巻上機関係、綱⾞と主索のかかり・ブレーキパッドの厚さについて従来の
記載方法に2項目の記載条件を追加しました
1.製造会社が指定する判定基準について数値表記の場合は以上・以下・超え・未満等を書き

加えて記載してください。記号による記載でもかまいません。
2.ブレーキパッドの厚さではパッドを直接測定しないタイプ（すき間を測定）については基準値に

ブレーキギャップ又はエアギャップ・すき間等を記載願います。

追記の理由として数値のみで基準値表記された場合、基準値と測定値が同じ数値であった時
に判定誤りが発生する恐れがあります。
又、ブレーキのパッド厚さでは一般的にパッドが摩耗し薄くなることから基準値が要重点点検より
要是正の数値が小さい値となりますが、パッドの厚さを直接測定せずにブレーキギャップ又はエア
ギャップ等のすき間を測定するものはパッドの摩耗が進⾏すると、すき間が広がっていくことから要
重点点検の数値より要是正の数値の方が大きい値となります。
基準値表記の再確認および判定誤り防止の意味でブレーキギャップ又はエアギャップ・すき間等
を記載条件として追加いたしました。

9



2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

既　存
不適格

径の状況

　最も摩耗した主索の番号 　 (  ）

　直径   　（ mm） 未摩耗直径（ mm）

素線切れ

最も摩損した主索の番号　　 ( ) 本

該当する素線切れ判定基準（ )

　  素線切れが生じた部分の断面積の割合

70%超 ・ 70%以下 　数 本

錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分

谷部が赤錆色に見える主索の番号（  ） 　１構成よりピッチ内

直径　　　（ ㎜） 未摩耗直径　（ ㎜） 　の最大の素線切れ

 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準( ） 　数 本

 主索本数（　　  本）

要重点点検の主索の番号( ） 要是正の主索の番号( ）

(3) 主索又は鎖

番号 指摘
なし

要重点
点検

要是正
 検査項目

検査結果

主索

%

　の最大の素線切れ　

　切れ数

　1よりピッチ内の素線

%
（  あり  ・ なし  ）

　１構成より1ピッチ内

素線切れが、平均的に分布(「1」)か
特定部分に集中（「2」）かの明示要ｋ

「錆」判定欄追加

「摩耗」「摩損」「錆」
をそれぞれの欄にて
判定する。

No.10

記載漏れ注意︕要重点点検の対象と
なる主索の番号全てを記⼊のこと

検査結果表_ 2(3) 主索の解説 ※4(6) 調速機ロープの判定も同じ検査結果表_ 2(3) 主索の解説 ※4(6) 調速機ロープの判定も同じ

※検査結果表２(３)主索の判定について
主索の判定は、径の状況（摩耗状況）・素線切れの状況・錆による主索の状況の3つの項目
の判定となります。
特に、素線切れ・錆の状況については判定基準が4項目に分類され、さらに指摘項目別に判定
します。
記⼊例として、素線切れの判定基準では、素線切れが平均的に分布（１）・特定箇所に集
中（２）の判定と、指摘の（イ）︓要是正・（ロ）︓要重点・（ハ）指摘なしについて判定
し記⼊します。
（例２）のように、素線切れが平均的に分布し、判定が要重点の場合（１-ロ）と記⼊する。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

検査結果表 ２(３)主索の判定基準

No.11

錆びが「あり」場合の判定基準に
「ハ：指摘なし」はありません。
「ロ：要重点点検」・「イ：要是正」
の判定となります。

※主索・調速機ロープの判定基準について
実務マニュアル76ページに一覧表を掲載しております。確認の上、記載願います。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

検査結果表_2(3) 主索 の記入例について検査結果表_2(3) 主索 の記入例について

ここは空欄とは書いて
ないので、素線切れが
ない場合、「0」本と記入
して下さい。

協議会からのお願い

空欄には 「 － 」を記入して下さい！
ハ

No.12

素線切れ「有」の場合：
判定基準は（1又は2－イ・ロ・ハ）と
なる

素線切れ「有」の場合：
断面積の割合を選択

素線切れなしの場合：
判定基準（ハ）と記入

素線切れなしの場合：
断面積に割合は抹消線

錆びた摩耗粉なしの場合：摩耗粉判定基準（ハ）と記入

ハ例：2－ハ

実務マニュアル正誤表にて
修正した記載内容です！
協議会ＨＰ：令和4年1月17日掲載

※主索の判定欄記⼊について
主索の素線切れ・錆の欄で素線切れ数等がない場合は、空欄とせずにゼロ又は、横棒―を
記⼊願います。未記⼊と勘違いすることがあります。
また、素線切れ欄での主索の番号には素線切れがない場合は（素線切れなし）・該当する
判定基準には、指摘なしの（ハ）を記⼊願います。判定基準欄に（該当なし）はNGです。
主索を新規に交換した直後等で、全ての主索に損傷等がない場合は、（主索の摩耗なし）と
記載しても構いません。摩耗率が１００％の記載でも同様の記載とみなします。
又、従来は直径・未摩耗直径の（ ）内への記載不要と思わせる表記でしたが測定結果と
割合（100%）は必ず記⼊してください。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

検査結果表_2(3) 主索 及び 別添１・２様式 記入について検査結果表_2(3) 主索 及び 別添１・２様式 記入について

No.13

(A)(B)(C)

検査結果は、検査結果表2(3)の判定
と同じとなります！

※主索の別添１・２様式について
主索の写真添付は、摩耗・素線切れ・錆が同じ主索で別々の箇所で発生している場合、あるい
は別々の主索で発生している場合は、発生部位ごとに３枚の写真が 必要となります。
ただし、同じ主索の同じ場所で発生している場合は、１枚の写真で構いません。
写真の横の特記事項には、発生状況（最も摩耗した部分は）かごが１階に停止した時に巻上
機の綱⾞にかかる箇所等、具体的に測定・素線切れ・錆を確認した箇所を記⼊願います。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

検査結果表_4(6) 調速機ロープ ( 釣合おもり側 ) 記入について検査結果表_4(6) 調速機ロープ ( 釣合おもり側 ) 記入について

■ 記入事例 １ （釣合い錘側 調速機ロープ） ＜記入例 2 タイプ＞

■記入事例 ２ （釣合い錘側 調速機ロープ） ＜記入例 3 タイプ＞

判定の「○」は
一つでOK

判定の「○」は
一つでOK

No.14

※結果表４(６)調速機ロープ（釣合おもり側）記⼊について
釣合おもり側に調速機がある場合は、調速機ロープの判定欄がないため、８の上記以外の検査
項目欄に検査項目と測定結果等を記載し判定願います。
判定欄は、４(６)の調速機ロープ検査項目をそのまま活用あるいは、項目ごとに記載しても構い
ません。また、判定はそれぞれの項目ごとに判定しなくても構いません。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

■ 検査結果表6(10)

検査結果表_6(10) 底部すき間 及び 緩衝器が異なる場合の記入について検査結果表_6(10) 底部すき間 及び 緩衝器が異なる場合の記入について

前回値と実測値を比較

かご側と釣合おもり側の緩衝器が異なる場合 ※かご側と釣合おもり側の型式が異なる場合
・６(4)型式では、両方の型式を選択する。
・６(10)ではおもり側の型式を選択する。

また、各状況にて判定を選択し判定する。

No.15

要重点点検記入について

※結果表6(10)底部すき間の記⼊について
前回値と実測値を比較して次回（来年度）の検査までに判定基準を満たさないと予測される
場合は、要重点点検と判定してください。ただし、前回検査から今回検査までの期間にロープ
交換された場合（交換後の初期伸び）または、主索の伸びの状況が鈍化している等、原因が
明確な場合については特記事項欄に判定理由を記載し、検査者の判断で「指摘なし」としても
構いません。
また、前回値が不明あるいは前回検査から今回検査までの期間が２年以上経過した場合も重
点判定としてください。

・かご側と釣合おもり側の緩衝器が異なる形式の場合
6(4)の緩衝器型式は、かご側・おもり側で使用されている型式を選択してください。
かご側・釣合いおもり側で異なる型式を使用している場合（ばね式・油⼊式）は両方を選択し
てください。各状況の判定結果（適または否）を○で囲み判定願います。
6(10)の緩衝器型式は、釣合おもり側の緩衝器を選択してください。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

検査結果表 特記事項_記入について検査結果表 特記事項_記入について

No.16

「特記事項」について
検査結果表の判定と特記事項に整合性が必要です。283改正で既存不適格の指摘数が増えたことも要因
にあると思いますが、検査結果判定結果と不一致が散見されます。
（特に、指摘しているのに特記事項記載がない、指摘ないのに特記事項に記載があるなど単純ミスが多い。）
検査結果表作成後、判定結果と特記事項記載内容について再度確認をお願いします。
（お願い事項）記載は検査項目番号順で記載願います。

※検査結果表 特記事項記⼊について（１）
検査結果表の判定と特記事項の記載に不整合が散⾒されます。
検査結果表の判定で、要是正・要重点点検 と判定されている項目の記載がされていない。
特に、判定結果が、要是正・要重点点検・要是正（既存不適格）判定なのか明確に記⼊願
います。
また、前回の結果が要重点点検であったものが指摘なしに改善した場合は、改善内容の記載を
お願いいたします。
既存不適格判定について、定期検査業務基準書では、新しく基準判定が設けられた項目に
ついて時期で判定する場合のみ特記事項に記載するように指示がありますが、既存不適格に
判定したすべての項目を特記事項に記載するようお願い致します。
理由として判定誤りなのか、記載ミスなのか判断が不明になることと、既存不適格を今回の検査
前に改善されたものなのか判断できないことがあります。
お⼿数をおかけいたしますが、ご理解の上、記載頂けますようよろしくお願いいたします。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

検査結果表 特記事項_記入例について検査結果表 特記事項_記入例について

「特記事項」記入例について
①「要是正」・「要重点点検」・「既存不適格」 指摘時等の記入例を掲載しているので参考にして頂きたい。
②前回「要重点点検」指摘に対し、改善した場合（今回「指摘なし」）について記入されていないことが多い。

漏れなく記入が必要である。記入例を参考に注意願いたい。

No.17

※検査結果表 特記事項記⼊について（２）
指摘の具体的内容等で特に耐震関係の既存不適格対する指摘の内容について「平24国告
第1047(1048）号に適合しない」と記載されているものが多数、⾒受けられます。
告示ではエレベーターの主要な⽀持部分に対する構造計算および釣合いおもりの脱落防止に
対する釣合いおもり枠の構造計算・構造方法が定められています。
告示に対し構造計算等を⾏った結果として「不適合」と判断した場合を除き、指摘の具体的
内容等には「耐震関係は設置時期で既存不適格を判断」と記載する様、お願いいたします。

※特記事項記⼊要領・記⼊例を実務マニュアル 74・75ページに掲載してありますので確認願
います。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説

「設置時期」で判定する既存不適格の検査項目について「設置時期」で判定する既存不適格の検査項目について

No.18

※設置時期で判定する既存不適格項目の解説【補足】について
定期検査業務基準書では既存不適格を関係法令・告示の施⾏日を基準に昇降機の設置時期で判定する検査項目がありますが
その内、【補足】に記載された検査項目対しては平成12年建告第1414号による強度検証法の規定（平成12年6月1日施⾏）に
適合（確認申請時の設計図書にて強度計算済）しているものがあるため確認が必要です。又、ガイドレールは常時、かごの荷重等が
作用しない構造のものにあっては平25国告第1047号に該当しないため検査時に⽀持はり等の構造について目視確認してください。

※「設置時期」で判定する既存不適格の検査項目について（補足）
定期検査業務基準書では既存不適格を関係法令・告示の施⾏日を基準に昇降機の設置
時期で判定する検査項目がありますがその内、主索・主索の端部・マシンビーム・頂部綱⾞の
⽀持はり・プランジャー・シリンダー・油圧配管・高圧ゴムホース等は平成12年建設省告示第
1414号の強度検証法の規定に適合（確認申請時の設計図書にて強度計算済）している
ものがあるため確認が必要です。又、ガイドレールは常時、かごの荷重等が作用しない構造のも
のにあっては平25国告第1047号に該当しないため検査時に⽀持はり等の構造について目視
確認してください。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説 No.19

「実務マニュアル（2021年版）」のホームページ公開

実務マニュアル（2021年版）は
当協議会ＨＰから PDF版をダウンロードできます！

※実務マニュアル（２０２1年度版）HP掲載について
当協議会のHPに２０２1年度版、実務マニュアルをPDF版として掲載しました。
定期検査報告書の作成要領として活用願います。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説 No.20

「実務マニュアル （2021年版）」の販売

「定期検査報告書作成要領（2021年版)」の購
入は当協議会ＨＰ で紹介しています！

※実務マニュアル（２０２1年度版）販売について
実務マニュアルをHPに掲載しておりますが、マニュアル本として購⼊したい方は、販売も⾏っており
ます。一部︓6,000円（税別・送付代別）。
なお、販売部数に制限がありますので完売の際はご了承願います。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説 No.21

「所有者・管理者向け 定期調査・検査報告 促進リーフレット」

※最後に所有者・管理者むけ 促進リーフレットの配布について
所有者・管理者様にご利用される皆様に対し、安全に安心してお使い頂くために定期検査の
必要性をご説明していただくことが重要と考えております。
促進リーフレットは、当協議会でも所有しておりますので、ご希望の方は申し出願います。
後日、ご希望いただいた部数を送付させたいただきます。
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2021年版 東京都昇降機等定期検査報告実務マニュアルの解説 No.22

２０２1年版 東京都昇降機等定期検査報告
実務マニュアルの解説

END

・最後に、2022年においても新型コロナウイルス感染症対策で、関係各位におかれましては
検査業務の実施に伴い厳しい制限を課せられての作業になっているものと思います。
日常での感染症対策はもとより作業中の感染症対策に留意しながら、くれぐれも日頃の
安全対策を怠ることなく業務を遂⾏されますよう、お願い致します。

一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
業務部
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